
 

 

つくば市令和６年（2024年）３月定例記者会見 資料一覧 

 

令和６年（2024年）３月12日（火） 

つくば市 市長公室 広報戦略課 

 

１ つくばスーパーサイエンスシティ構想に関する進捗報告会の開催について 

 

２ 茎崎庁舎跡地へのウエルシアオープンについて 

 

３ 令和５年度つくばコレクション認定品の決定について 

 

４ 第２次つくば市スポーツ推進計画の策定について 

 

５ つくば市障害者プラン改定版（第３次つくば市障害者計画、 

第７期つくば市障害福祉計画、第３期つくば市障害児福祉計画）の策定について 

 

６ 第２期つくば市成年後見制度利用促進基本計画の策定について 

 

７ つくば市国民健康保険計画の策定について 

 

８ つくば市イベント情報（2024年３月、４月）等 

 



 

令和６年（2024年）３月定例記者会見 資料No.１ 

 

                      政策イノベーション部 科学技術戦略課 

事 案 名 
つくばスーパーサイエンスシティ構想に関する進捗報告会の開催に

ついて 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

２ 日時 

 

 

３ 場所 

 

 

４ 内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 対象者等 

 

６ 主催等 

 

３月17日（日曜日）に、実証に御協力いただいた地域の住民への

報告を兼ね、令和５年度に実施したつくばスーパーサイエンスシテ

ィ構想の関連事業について報告する進捗報告会を開催します。 

 

①令和６年３月17日(日) 10時00分～11時00分 

②    〃      14時00分～15時00分 

 

①茎崎保健センター ２階会議室 

②市民ホールつくばね ２階会議室 

 

 つくばスーパーサイエンスシティ構想について、つくば市から

の説明 

 令和５年度の実証結果について、実証を行った事業者からの報

告 

①エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、

Community Mobility株式会社 

②KDDI株式会社 

 モビリティの体験や生成AIを活用した取組の紹介 

※進捗報告会終了後 

 

地域住民（定員50名） 

 

政策イノベーション部科学技術戦略課主催 

 

資 料 等 進捗報告会チラシ 

 



 

令和６年（2024年）３月定例記者会見 資料No.２ 

 

                      都市計画部 公有地利活用推進課 

事 案 名 茎崎庁舎跡地へのウエルシアオープンについて 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 

２ 店舗概要 

 

 

 

 

 

 

３ 利活用までの

経緯 

 

 

 

 

 令和６年３月14日（木）、茎崎庁舎跡地に「ウエルシアつくば小

茎店」がオープンします。茎崎庁舎跡地については、市民のニーズ

に応え、食料品、日用品を扱う小売店を誘致するため、昨年大和ハ

ウス工業株式会社茨城支社と賃貸借契約を結び、同社が店舗の建設

工事を進めていました。この度オープンする店舗には地域の方がお

気軽に利用できるコミュニティスペースも設けられます。 

 

■店舗名 

 ウエルシアつくば小茎店 

■所在地 

つくば市小茎288番地 

■営業開始 

３月14日（木）午前９時 

 

平成22年４月   茎崎庁舎閉庁 

平成28年１月   庁舎解体工事完了 

令和４年６月   店舗の誘致に関する住民説明会 

令和４年９月   公募提案による事業者「大和ハウス工業株式会

社茨城支社」を選定 

（提案内容：ドラッグストア(ウエルシア)の設置） 

令和５年３月   「大和ハウス工業株式会社茨城支社」と土地賃

貸借契約を締結 

令和６年１月   店舗の建設工事完了（ウエルシアへの引渡し） 

令和６年３月14日 ウエルシアつくば小茎店オープン 

 

 

 

 

資 料 等 ウエルシアつくば小茎店外観 

 



 

令和６年（2024年）３月定例記者会見 資料No.３ 

 

                      経済部 産業振興課 

事 案 名 令和５年度つくばコレクション認定品の決定について    

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

２ 認定品 

 

３ 認定期限 

 

４ 認定基準 

 

 

 

 

 

５ その他 

 市では、平成23年度から、市内事業者の販路拡大支援及び本市の

イメージアップを図るため、市を代表する優れた物産品を「つくば

コレクション」として認定し、その魅力を積極的に発信していま

す。 

 この度、13件を認定しました。 

 

認定品 計13品・・・認定品詳細については別添資料のとおり 

 

令和９年（2028年）３月31日 

 

次の各号のすべてを満たすもの 

(1) 独自性を有すること。 

(2) 容器又は包装のデザイン、機能性等が優れていること。 

(3) 優れた品質を有し、それに見合う価格が設定されていること。 

(4) 信頼性及び安全性を有すること。 

 

過年度認定品を合わせると全36品となります。 

 

資 料 等 
〇令和５年度つくばコレクション認定品一覧 

〇つくばコレクションの認定に関する要綱 
 



 

令和６年（2024年）３月定例記者会見 資料No.４ 
 

                     市民部 スポーツ振興課  

事 案 名 第２次つくば市スポーツ推進計画について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

２ 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本計画のポイ

ント 

 

 

 

 

４ 達成目標 

 

 

 

 

 

 つくば市は、スポーツ基本法（平成 23 年（2011 年）法律第 78 号

に基づき、平成 26 年（2014 年）３月に「つくば市スポーツ推進計

画」を策定し、スポーツに関する施策を総合的に推進してきました。 

 平成 31 年（2019 年）の中間見直しを経て、令和６年（2024 年）

３月に 10 年の計画期間が終了することから、新たに「第２次つく

ば市スポーツ推進計画」を策定しました。 

 

〇基本理念 

『スポーツで“つながる”まち つくば』 

 現計画の基本理念を引き継ぎつつ、新たな時代に対応したスポー

ツ文化、スポーツ環境を創造していくものです。 

〇基本目標 

『すべての市民がスポーツにふれることができるよう、「する」

「みる」、「ささえる」、「しる」視点でスポーツ文化の創造を

目指すとともに、多様な主体の連携・協働により、市民が「つな

がり」、「交流」するつくば市らしいスポーツ環境を目指します。』 

〇施策の体系 

 基本目標に対し、個人、組織、環境の３つの視点を持って基本戦

略を定め、10 の施策を展開します。 

〇３つの重点取組 

基本目標の実現に向けた、今後５年間で特に重点的に推進して

いく取り組みを３つ整理しました。 

 

重点取組として、３つを掲げています。この取組は、基本目標実

現に向けた、今後５年間で特に重点的に推進していく取組として整

理したものです。取組選定の考え方としては、現在進行している取

組で早急に対応が必要であり、つくば市として特に重要と捉えてい

るものを抽出しています。 

 

本計画を着実に推進するため、基本戦略ごとに「成果指数」を設

定し、達成状況等について調査把握し、評価を行います。また、関

係各課における毎年の進行管理により施策の達成状況の把握と評価

を行います。 

 

 



 

５ 前回からの変

更点 

 

 

６ 効果等 

 

 

 

７ 今後の予定 

 

 

①重点取組を定めました。 

②各種事業の詳細については記載せず、つくば市のスポーツ施策

の方向性を示すものとしました。 

 

すべての市民がスポーツにふれることができるよう、「する」、「み

る」「ささえる」、「しる」視点でスポーツ文化の創造を目指すとと

もに、多様な主体の連携・協働により、市民が「つながり」、「交流」

するつくば市ならではのスポーツ環境を実現します。 

 

 ３月上旬：第２次つくば市スポーツ推進計画 公表 

４月上旬：第２次つくば市スポーツ推進計画 配布 

 

【参考】パブリックコメント実施結果 

実施期間 ： 令和５年 12 月８日～令和６年１月９日（33 日間） 

  実施結果 ： 意見提出 ２名 ３件 

資 料 等 

第２次つくば市スポーツ推進計画 

第２次つくば市スポーツ推進計画 概要版 

（参考）パブリックコメント実施結果報告書 

 



 

令和６年（2024年）３月定例記者会見事案書 資料No.５ 
 

                      福祉部障害福祉課 

事 案 名 

つくば市障害者プラン改定版（第３次つくば市障害者計画、第７期

つくば市障害福祉計画、第３期つくば市障害児福祉計画）の策定に

ついて 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経過 

 

 

 

 

 

 

３ 基本目標 

 

 

４ 基本施策 

 

 

 

 

５ 重点事業 

 

 

 

 

６ 本計画のポイ

ント 

 

つくば市に暮らす全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して

自立した生活を送ることができる共生社会の実現をさらに進める

ため、障害者施策全般に関する基本的方向を定め策定する「第３次

つくば市障害者計画」の中間見直しと、国の基本指針に即して障害

福祉サービスや障害児通所支援の提供体制の確保等について定め

る「第７期つくば市障害福祉計画」及び「第３期つくば市障害児福

祉計画」を、「つくば市障害者プラン改定版」として一体的に策定

しました。 

 

（1）つくば市障害者計画策定懇談会を開催 

令和４年７月～令和６年１月 計５回 

（2）アンケート調査（市民 2,300 名） 

   令和４年 11 月～12 月 

（3）ヒアリング調査（障害関係団体 12 団体） 

（4）パブリックコメントの実施 

   令和５年 12 月８日～令和６年１月９日 

 

障害の有無にかかわらず、安心して自立した生活を送ることがで

きる共生社会 

 

①共生のまちづくりの推進     ②生活環境の整備促進 

③安全・安心な暮らしの確保    ④権利擁護の推進 

⑤地域生活の充実         ⑥保健・医療体制の充実 

⑦教育・療育の充実        ⑧就労に向けた支援 

⑨文化芸術・スポーツ・レクリエーション活動の充実 

 

施設入所者への地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包

括ケアシステムの構築、地域生活支援の充実、障害児支援の提供体

制の整備等、相談支援体制の充実・強化等、障害福祉サービス等の

質を向上させる取組みに係る体制の構築 

 

 改定版では、「福祉人材の確保と育成」という新しい目標を設定し、

事例検討や研修を通じた人材育成に取り組んでいくことのほか、「就

労に向けた支援」で、障害者の就労を促進するため、就労系福祉サ

ービスへの事業者の参入促進や、公共職業安定所等の関係機関と連



 

 

 

 

 

 

 

７ 達成目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携した障害者就労支援等、就労の場や機会を増やす取組みを行って

いくこと、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事

業」により重度障害者が働く場合に、通勤や職場等における支援を

行い、重度障害者等の就労機会の拡大を図っていくこと等を進めて

いきます。 

 

・施設入所者の地域生活への移行 

令和８年度末までに、９人の地域移行と、８人の入所者数減少を

目標とします。 

 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

地域生活への移行について医療機関や相談員等から相談があった

際に対応できるよう、引き続き、地域での保健、医療、福祉等の関係

者による協議体制を維持していきます。 

 

・地域生活支援の充実 

令和８年度末までに地域生活支援拠点等を整備し、地域生活支拠

点等の機能充実を図るためにコーディネーターを配置するほか、運

用状況の検証および検討を行う場を設けること、また、強度行動障

害のある障害者の支援ニーズを把握し、支援体制を整備することを 

目標とします。 

 

・障害児支援の提供体制の整備等 

令和８年度末までに児童発達支援センターを設置するほか、障害

児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制

の構築を目標とします。 

 

・相談支援体制の充実・強化等 

基幹相談支援センターを中心として、地域の相談支援体制の強化

及び関係機関等の連携の緊密化を図っていきます。 

 

・障害福祉サービス等の質を向上させる取組みに係る体制の構築 

市職員・事業所職員の研修等への参加による質の向上や事業所へ

の情報共有や適切な指導監査を通じて、障害福祉サービス等の質の

向上を図ります。 

 

 



 

８ 前回からの変

更点 

 

 

 

 

９ 今後の予定 

今回の計画は、計画書等（計画、概要版、わかりやすい版）に音声

コード（ユニボイス）を入れ、スマートフォンなどを使って内容を

聞くことができるようにしました。 

概要版よりも簡単な「わかりやすい版」を作成し、出来る限りわ

かりやすく計画の方針を記載しました。 

 

令和６年３月下旬に障害者プラン改定版を配布する予定です。 

資 料 等 

・つくば市障害者プラン改定版（第３次つくば市障害者計画、第７

期つくば市障害福祉計画、第３期つくば市障害児福祉計画） 

・つくば市障害者プラン改定版（第３次つくば市障害者計画、第７

期つくば市障害福祉計画、第３期つくば市障害児福祉計画）概要版 

・わかりやすいつくば市障害者プラン改定版 

・（参考）様式第５号パブリックコメント実施結果報告書 

 



令和６年(2024 年)３月定例記者会見事案書（No.６） 

 

福祉部障害者地域支援室・地域包括支援課 

事案名 
「第２期つくば市成年後見制度利用促進基本計画」の内容について（報

告） 

１趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

２経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４施策 

 

 

 

 

 

 

「つくば市成年後見制度利用促進基本計画」は、成年後見制度の利用

の促進に関する法律に基づき策定された国の成年後見制度利用促進基

本計画に即して、本市における成年後見制度の利用の促進に関する施策

についての基本的な計画である。 

本人の意思決定と権利が尊重され、また擁護されることで、住み慣れ

た地域で生活を続けることができるように、権利擁護支援の推進として

成年後見制度の利用促進を図るため、「第２期つくば市成年後見制度利

用促進基本計画」を策定した。 

 

（１）令和５年度つくば成年後見制度推進事業運営委員会を開催 

令和５年７月 25 日 

令和５年 10 月 5 日 

令和６年１月 25 日  計３回 

（２）パブリックコメントの実施 

    実施期間：令和５年 12 月８日～令和６年１月９日（33 日間） 

実施結果：意見提出１名 ３件 

         意見による修正：０件 

        意見ではない修正：４件 

 

（1）本人らしい生活が継続できるように制度の運用・改善を図りま

す。 

  ① 本人の意思決定に寄り添った運用 

  ② 保佐、補助の利用促進 

  ③ 任意後見制度の利用促進 

（2）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりを推進し、更なる強

化を図ります。 

① 多様な機関・団体が参加する地域連携ネットワークづくり 

  ② 担い手の確保の推進 

  ③ 権利擁護支援に関する相談窓口の情報発信と普及 

 

（1）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの強化 

  ① 権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 

  ② 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的仕組み 

  ③ 本市における権利擁護支援の地域連携ネットワークに参加す

る関係機関との連携 

（2）権利擁護支援の地域連携ネットワークの中心となる中核機関の

機能強化 



 

 

 

 

５本計画のポ

イント 

 

 

 

 

 

 

 

６今後の予定 

 

① 広報業務 

  ② 相談業務 

  ③ 成年後見制度利用促進業務 

 

前回の計画では「本人らしい生活が継続できるように制度を運用・改

善すること」、「権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築」を目標

として、つくば市において成年後見制度の利用が促進されるよう地域連

携ネットワークによる連携体制の構築に努めてきた。 

今回の第２期計画では、それらの更なる強化を図ることを目標として

掲げ、また、施策を実施することで、本人の意思決定支援に着目した権

利擁護支援を推進することで、これまで以上に成年後見制度の利用が促

進されるような計画とした。 

 

令和６年３月下旬頃に計画配布の予定。 

資料等 

 

・「第２期つくば市成年後見制度利用促進基本計画」 

・（参考）様式第５号パブリックコメント実施結果報告書 

 

 



1 

 

令和６年(2024年)３月定例記者会見 資料No.７ 
 

                      保健部 国民健康保険課 

事 案 名 「つくば市国民健康保険計画」の策定について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本目標 

 

 

 

 

 

４ 基本施策 

 

 

 

「つくば市国民健康保険計画」は「つくば市国民健康保険データ

ヘルス計画（第３期）」および「つくば市特定健康診査等実施計画

（第４期）」の総称です。 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

被保険者の健康増進、健康寿命の延伸、保険財政の健全化を図り

ます。 

【つくば市特定健康診査等実施計画（第４期）】 

高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第１項の規定により、特

定健診・特定保健指導の実施について定めます。 

 

〇令和４年 12 月 19 日～令和５年１月 31 日  

市民アンケート調査実施 

〇令和５年７月～10月  

つくば市国民健康保険運営協議会を３回開催、委員より意見を 

聴取 

〇令和５年 12 月８日～令和６年１月９日  

パブリックコメント実施 意見提出：２名 ３件 

〇令和６年１月 25 日  

パブリックコメントで寄せられた意見および修正箇所について、 

つくば市国民健康保険運営協議会にて説明 

〇令和６年２月９日～２月22日 

パブリックコメント実施結果公表 

 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

被保険者の健康の保持増進、健康寿命の延伸およびそれに伴う医

療費の適正化 

【つくば市特定健康診査等実施計画（第４期）】 

特定健診受診率および特定保健指導実施率の向上 

 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

健康寿命の延伸 

【つくば市特定健康診査等実施計画（第４期）】 

特定健診受診率の向上・特定保健指導実施率の向上 



2 

 

５ 重点事業 

 

 

 

 

 

６ 本計画のポイ

ント 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 達成目標 

 

 

 

 

 

８ 前回からの変

更点 

 

 

 

 

 

 

９ 今後の予定 

 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

生活習慣病の早期発見・早期治療 

生活習慣病の予防 

糖尿病重症化予防 

健康寿命の延伸 

 

 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

データに基づく被保険者の現状を把握し、計画に沿った課題に対

する事業を推進することで、生活習慣病等の疾病リスクを低減し

て健康の保持増進、健康寿命の延伸に寄与し、長期的な医療費を

抑える効果が期待できます。 

【つくば市特定健康診査等実施計画（第４期）】 

特定健診・特定保健指導を実施することで、メタボリックシンド

ローム該当者を減少させ、健康寿命の延伸を図ることができま

す。 

 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

各目標および個別保健事業について、目標値を設定し、データに

基づき達成状況の評価を行います。 

【つくば市特定健康診査等実施計画（第４期）】 

特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上を目指します。 

 

【つくば市国民健康保険データヘルス計画（第３期）】 

茨城県が計画の標準化を主導しており、共通の事業目標と評価指

標を設定し、県内の実績の比較ができるようにしています。 

【つくば市特定健康診査等実施計画（第４期）】 

前期計画から大きな変更点はありません。 

引き続き、特定健康診査受診率の向上と特定保健指導実施率の向

上を図っていきます。 

 

令和６年３月中に、計画を公表します。 

 

資 料 等 

つくば市国民健康保険計画 

つくば市国民健康保険計画 概要版 

パブリックコメント実施結果報告書 

 


